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序     文 
 
スリランカ国は、乳幼児死亡率や平均余命といった基礎的な保健医療の指標については、地

域間格差はあるものの、全般に比較的良好であり、これまで母子保健および感染症対策の分野に

おいては成果をあげてきているといえる。一方で、1980年代からは、人口の高齢化や生活スタイ

ルの変化に伴い、非感染症が死亡原因として感染症を上回るという疾病構造の転換という新たな

課題があらわれている。 
 
非感染症の中でも、生活習慣病は、長期にわたる治療が必要とされ、非常に治療コストもか

さむことから、患者への負担が大きいだけではなく、保健医療財政全体への大きな負担ともなっ

ている。そのため、生活習慣病にかかる予防を中心とした対策を強化していくことが早急に求め

られており、これまでの感染症対策を中心とした保健システムの改革も必要とされている。 
 
こうした保健分野の新たな課題に取り組むために、独立行政法人国際協力機構（JICA）は、

2005年から２年間にわたり開発調査「保健医療制度改善計画」を実施し、その中で非感染症対策

にかかるパイロット的な取り組みも実施してきた。このような状況で、スリランカ国政府は、開

発調査の成果を活かして、引き続き生活習慣病の予防対策の強化にかかる支援を実施することを、

我が国に対して要請してきた。 
 
これを受けて、JICAは2007年11月に事前評価調査団を派遣し、スリランカ国政府および関係

機関との間で、協力計画の策定に係る協議を行った。本報告書は、プロジェクトの要請背景およ

び案件形成の経過と概要を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの実施にあたって活用

されることを願うものである。 
 
ここに、本調査にご協力をいただいた内外の関係者の方々に深い謝意を表するとともに、引

き続き一層のご支援をお願いする次第である。 
 
平成20年４月 
 

独立行政法人国際協力機構 
スリランカ事務所長 鈴木 規子 
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第１章 事前調査の概要 
 
１－１ 要請背景および経緯 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」と記す）においては、人口の高齢化に

伴い疾病構造が変化しており、1980年代から生活習慣病を中心とした非感染症が感染症を死亡原

因として上回るようになっており、2003年のデータでは、５大死因のうち４つまでが心臓疾患か

ガン等の非感染症（Non-communicable Diseases：NCD）1 が占めている。 
NCDが当国における死因の上位を占めるようになり、こういった疾病は家計の稼ぎ手である

40～60歳代を突然失うというケースも多く、特に貧困層にとっては深刻な問題となっている。ま

た、NCDの治療は非常に治療コストがかさむことから、今後、保健医療財政の大きな負担にな

ることは明らかであることから、早期に、予防対策、健康増進活動を柱とした経済的かつ効果的

なNCD対策を実施していくことが必要とされている。 
JICAは、2002年から2003年まで「保健医療制度改善計画」を実施し、保健セクター改革のた

めの政策・戦略を定めたマスタープランを策定した。その後引き続き、マスタープランの提言に

基づき、特に重要性が高くかつ更なる調査やパイロット事業実施による施策への具体的な提言が

必要とされる分野〔５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）/TQM（Total Quality Management：総合

的品質管理）、病院財務、NCD対策〕に関して、JICAは2005年10月から2007年９月まで「保健

システム管理強化計画」を実施した。その間、本マスタープラン調査の成果はスリランカ保健省

の正式な10ヵ年計画「保健医療マスタープラン2007～2016」として承認されるに至り、今後はこ

のマスタープランの実施を促進していくことが求められている。 
こうした状況のなかで、スリランカ政府としても、NCD対策を保健医療分野における重要な

課題として認識し、我が国に対して、NCD対策、特にいわゆる生活習慣病への対策について、

技術協力プロジェクトの実施を要請した（2006年８月）。 
その後、「保健システム管理強化計画」においては、NCD対策のうち特に生活習慣病対策に

関しては、パイロット活動の実施などを通じて、生活習慣病の予防の重要性についての関係者の

意識を高めることに成功し、対象となった２県（クルネーガラ県・ポロンナルワ県）において、

県レベルでのNCD対策のアクションプラン案の策定も支援した。 
一方で、保健省としても、2007年12月には「生活習慣病にかかる国家政策」と「国家健康増

進政策」のドラフトを公表するなど、生活習慣病対策に向けた取り組みを強化しているが、未だ

国家レベルで具体的な有効な対策は示されていないのが現状である。特に、母子保健および感染

症への対策を中心に作られた既存の保健システムの中で、NCD対策を担うべき人材の育成・配

置もなされていない。また、感染症と異なり、罹患率等の実態も明らかになっていない状況にあ

る。今後、国全体での生活習慣病対策を進めていくにあたっては、まず生活習慣病の実態を把握

するとともに、実際に既存の保健システムの中で生活習慣病対策をパイロット的に実施しながら、

有効な戦略およびその実施のための機能的な実施体制を示していくことが必要とされている。 
このような状況において、本プロジェクトは、開発調査の成果を生かして、具体的な生活習

慣病の効果的・効率的な対策を実践しながら、中央・州レベルをも巻き込んだ制度・政策面での

                                                        
1 NCDは、広義では交通事故、精神障害、自殺なども含むが、本プロジェクトでは、心臓疾患、脳血管障害、ガン、糖尿病

等のいわゆる「生活習慣病」を指すこととする。 
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支援も含めた技術協力プロジェクトと位置づけることでスリランカ政府保健省と合意し、事前調

査を実施することとなった。 
 
１－２ 調査目的 

（１）先方の要請内容、NCDに係る課題を抽出し、要請の妥当性を確認する。 
（２）プロジェクトの基本計画（上位目標、プロジェクト目標、活動、投入、期間等）を検討し、

討議議事録（Record of Discussion：R/D）（案）、プロジェクト・デザイン・マトリックス

（Project Design Matrix：PDM）（案）、活動計画表（Plan of Operation：PO）（案）を作成す

る。 
（３）R/D、PDM、POに関してスリランカ側関係機関と協議し、協議結果を協議議事録

（Minutes of Meetings：M/M）に取りまとめて署名する。（R/Dの署名は後日別途行う。） 
（４）事前評価表を作成する。 
（５）今後のプロジェクト実施に必要な情報を収集する。 
 
１－３ 調査団の構成 

氏 名 担当分野 所 属 派遣期間 

鈴木 規子 団長・総括 JICAスリランカ事務所 所長 現地参団 

加藤 規弘 NCD対策 
国立国際医療センター研究所 
遺伝子診断治療開発研究部長 

12月８日～12月16日

井上 琴比 協力企画 JICAスリランカ事務所 所員 現地参団 

興津 暁子 評価分析 株式会社タック・インターナショナル 11月27日～12月21日

 
１－４ 調査日程 

2007年11月27日（火）～12月21日（金）まで。 

 月日  団長 NCD対策 協力企画 評価分析 

１ 11/27 火      成田－シンガポール 

２ 11/28 水 
JICAスリランカ

事務所打合せ 
  JICA事務所打合せ 

シンガポール－コロンボ 
JICA事務所打合せ 

３ 11/29 木     
対外援助局協議、保健省協議 
移動（コロンボ－アヌラダプラ） 

４ 11/30 金     北中央州PDHS、ポロンナルワRDHS 

５ 12/1 土     
ポロンナルワRDHS 
移動（ポロンナルワ－コロンボ） 

６ 12/2 日       資料整理 

７ 12/3 月     保健省次官表敬、関係者協議 

８ 12/4 火     
移動（コロンボ－クルネーガラ） 
北西州RDHS、クルネーガラRDHS  

     
移動（クルネ－ガラ－コ

ロンボ） 
移動（クルネ－ガラ－キ

ャンディ） 
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９ 12/5 水     
移動（コロンボ－キャン

ディ） 
中央州PDHS、キャンディ

RDHS 

10 12/6 木     ペラデニア大学、キャンディMOH 

      
移動（キャンディ－コロ

ンボ） 

11 12/7 金     
移動（キャンディ－コロ

ンボ） 
 

   打合せ  保健省DG、JICA事務所打合せ 

12 12/8 土   成田－コロンボ   資料作成 

13 12/9 日 団内打合せ 

14 12/10 月   開発調査結果説明、団内協議 

15 12/11 火   対外援助局協議 

   保健省協議 

16 12/12 水   WHO、WB、団内協議 

17 12/13 木   ケラニア大学訪問 

   保健省協議 

18 12/14 金 団内協議 

    在スリランカ日本大使館報告 

19 12/15 土   コロンボ発   資料作成 

20 12/16 日   成田着 移動（コロンボ－ポロンナルワ） 

21 12/17 月    
ポロンナルワRDHS、クルネーガラRDHS
移動（クルネーガラ－コロンボ） 

22 12/18 火     対外援助局協議 

23 12/19 水 保健省協議、JICA事務所報告 

24 12/20 木       コロンボ発 

25 12/21 金       成田着 

 
１－５ 主要面談者 

＜スリランカ側＞ 
（１）保健省  

Dr. Athula Kahandaliyanage Secretary 
Dr. Nihal Jayathilaka Additional Secretary 
Dr. S. M. Samarage Deputy Director General/Planning 
Dr.Terrance De Silva Deputy Director General/Medical Services 
Dr. Dula De Silva Deputy Director General/Public Health Services 
Dr. Lakshmi Somatunga Director/NCD 
Dr. W. M. T. B. Wijekoon Director/Planning 
Dr. Sarath Amungugama Director/Health Education Bureau 
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Dr. M. A. Y. Ariyaratne Director/National Cancer Control Program 
  
（２）財務計画省 

Mr. Mapa Patirana Director, Japan Division, Department of External 
 Resources, Ministry of Finance and Planning 

  
（３）北中央州 

Dr. Athapathu Provincial Director of Health Services（PDHS）, North 
Central Province 
Dr. Dhammika Medical Officer/Planning, PDHS Office 
Dr. H. M. W. J. Herath Regional Director of Health Services（RDHS）, 
 Polonnaruwa District 
Dr. D.S.A. Jayasinghe Medical Officer/Planning, RDHS Office 
Dr. U.K.S. Chandrakeerthi Gunarathne Regional Epidemiologist, RDHS Office 
Dr. S.C. Liyanage Relief Medical Officer（MO/NCD Designate）, RDHS 
 Office 
Dr. I.W.M.J. Wickremararachi Medical Officer of Health, Thamankaduwa 

  
（４）北西部州 

Dr. A. K. S. B. De Alwis Provincial Director of Health Services（PDHS）, North 
 Western Province 
Dr. P. Muduuayah Assistant Director, PDHS Office 
Ms. H. M. Sunethra Menike Health Education Officer, PHDS Office 
Dr. M. D. C. Rajamantree Regional Director of Health Services（RDHS）, 
 Kurunegala District 
Dr. P. M. P. Gunasinghe Assistant Director, RDHS Office 
Dr. S. Senarake Regional Epidemiologist, RDHS Office 
Dr. W. Jayaratne Medical Officer//Planning, RDHS Office 
Dr. D. C. Wijayawardena Medical Officer of Health, Kurunegala 
Dr. Gamini Edirisinghe Medical Officer of Health, Kuliyapitiya 

  
（５）中央州 

Dr. Shanthi Samarashinghe Provincial Director of Health Services（PDHS）,
 Central Province 
Dr. Gamini Jayakady Consultant Community Physician, PDHS Office 
Dr. Chaudiwa Siritunga Medical Officer/ Planning, PDHS Office 
Dr. S.A.K. Gamage Regional Director of Health Services, Kandy District 
Dr. Chandana Wickramashinghe Medical Officer/Planning, RDHS Office 
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（６）コロンボ北教育病院 
Dr. Maahnama Rajamanthree Director 

  
（７）ケラニア大学 

Dr. Wicharashinghe Dean, Faculty of Medicine 
Dr. Udaya K. Rannawaka Consultant Neurologist, Faculty of Medicine 
  

（８）WHO 
Dr. Palith Abeykoon Senior Advisor 

  
（９）世界銀行（World Bank：WB） 

Dr. Paolo Carlo Belli Senior Economist, Human Development Unit, South 
 Asia Region（保健セクタープログラムのレビュー

 調査団の団長） 
Mr. Michael M. Engelgau Senior Public Health Specialist, Human Development 
 Unit, South Asia Region 

  
＜日本側＞ 

在スリランカ日本大使館  
川畑 知広 一等書記官 

 
１－６ 協議結果概要 

（１）プロジェクトのフレームワーク（全体像）の確認 
・本プロジェクトは「社会医学的根拠の構築」と「現場における実施体制の構築」とい

う大きく２つのコンポーネントからなる構成とする。 
・「社会医学的根拠の構築」の部分については、国立国際医療センター研究所がケラニア

大学と共同で、ガンパハ県ラガマ地区において実施している「ラガマヘルススタディ

ー」の研究成果の一部を活用して、プロジェクトの中で継続して同様の調査を行ってい

くこととする。実施は、ケラニア大学に委託することを想定する。 
・「現場における実施体制の構築」の部分は、開発調査のパイロット活動実施対象地域

（ポロンナルワ県、クルネーガラ県）で、上述の社会医学的根拠をもとにして策定され

た効果的・効率的な戦略の実践を通じて、対象地域での機能的な実施体制の構築だけで

はなく、最終的には、将来的な全国レベルでの生活習慣病対策の実施に向けて必要とな

る体制やリソース等にかかる提言を行う。 
 
（２）プロジェクト目標の確認 

・「NCD対策」というのは非常に広い概念であり、Chronic NCDに限定しても、NCDとして

様々な疾患が対象になり、人により理解が異なってくるため、何を目指すのかを明確化

することが必要。 
→死因の第１位である心血管病（心筋梗塞、脳卒中等）の減少を目指すことを最終的な
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目標とした協力として、プロジェクトの焦点を絞り方向性を明確化した。 
・その上でプロジェクト目標としては、「生活習慣病、およびその結果としての心血管病対

策のための効果的および効率的な実施戦略が社会医学的根拠をもとに策定される」とし

て、当初プロジェクト目標として設定した「NCD対策のシステム」をより具体化した目

標とした。 
 
（３）プロジェクト対象地域の確認 

・社会医学的根拠を得るための活動は、既にケラニア大学と国立国際医療センター研究

所とがベースライン調査を実施済みのラガマ地区（ガンパハ県）にて実施する。 
・実際のフィールドでの活動は、開発調査対象地域であったクルネーガラ県とポロンナ

ルワ県を対象とする。 
・３つ目の地域として、ぜひ都市部（コロンボ近郊）を追加したいとの保健省からの要

望があったため、今後、予算面も考慮して、可能であればコロンボ近郊から１地域を対

象地域とすると回答（その後、実施協議の段階で、予算面・人的リソース面からの制約

により、対象地域の追加は困難と判断し、合意を得た。対象地域にはしないが、今後、

プロジェクトを実施するなかで、ワークショップ等を通してコロンボ近郊住民への啓発

等も行っていくことを検討する）。 
・エステート地域については、保健省の関心は高まってきているものの、いまだ保健分

野の他の課題も多く抱えるなか、NCDへの取り組みを推進するには時期尚早と判断され

ること、また、対象地域が広がりすぎるため、対象外とする。 
 
（４）制度・政策面への支援にかかる活動の対象範囲の検討・確認 

・プロジェクトの目指す最終的な成果は、社会医学的根拠と実践をもとに策定した戦略

を、将来的に全国展開していくためのアウトライン作りを行うことである。そのため、

本プロジェクトの中では、効果・効率的な生活習慣病対策の策定、それをスケールアッ

プするために必要な人的資源、費用、施設・設備等の予測を成果として提示することま

でを行う。それが、さらに保健省のイニシアティブにより他の地域においても実施に移

されていくこと、および全国的な制度面での整備は、上位目標として設定している。 
・プロジェクト目標が上位目標につながるためには、プロジェクト実施中から、広く関

係者を巻き込んで関係者間での本プロジェクトの活動に対する理解を促進しておくこと

が必要である。 
 

（５）現場レベルでのNCD対策の実施体制の確認 
現在、現場レベルでNCD対策を担う人材は制度的に配置されていない。現場レベルでは

公衆衛生検査員（Public Health Inspector：PHI）および公衆衛生助産師（Public Health 
Midwife：PHM）以外に担い手がいないため、現時点では彼らを活用して活動を行う以外に

選択肢はない。保健省においても現場レベルでも、NCD対策を誰が担うのかという人的資

源の問題については、課題として認識しているものの、現時点では具体的な方向性は示され

ていない。国家政策案では、県レベルで医師（Medical Officer：MO）/NCDを中心に予防と

ケアの両セクターが協力して対応を行っていくと記載されているのみである。本プロジェク
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トでは、地域保健所（Medical Office of Health：MOH）、MO/NCD、公衆衛生看護師（Public 
Health Nurse：PHN）、PHI、PHMにより活動を実施していくが、それをもとにして、最終的

には、国全体でNCD対策に取り組んでいくために必要な人的リソースにかかる提案を行う。 
 

（６）プロジェクトで実施する検診の内容 
・ラガマ地域でのリスクファクター調査の結果をもとに、スリランカに多く見られる、

また、より心血管病への関連の深いリスクファクターを特定し、費用対効果が高くかつ

実施可能な調査項目を設定する。 
・あわせて、近隣の第一次医療施設（District Hospitalレベル）の機能を強化したうえで、

検診で発見された危険値以上の対象者は、そこでの受診を行う体制を整備していく。 
 
（７）ボランティアとの連携 

・クルネーガラ県保健局、ポロンナルワ県保健局ともにボランティア派遣に関心は有し

ているが、保健師資格を必須とするか、活動MOHエリアをどうするか（プロジェクトの

対象MOHとの関係）など詳細は、プロジェクトの内容･対象エリアを確定したうえで、今

後詰めていく必要がある。 
 

（８）先方負担事項（スリランカ側投入）について 
・M/Mに記載されたレベルでは合意を得られたが、特にオフィススペースの確保につい

ては引き続きフォローが必要。 
・また、そのほかに重要な事項として、本プロジェクトの経費の中では治療薬を提供し

ない方針とするため、患者のフォローアップクリニックにおける治療薬の継続的な提供

についてのコミットメントを得る必要がある（M/Mに記載のとおり）。 
 
（９）合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）の設置 

・プロジェクト運営にかかる組織として、 JCCと技術検討委員会（Technical Working 
Group：TWG）とを設置する。メンバーおよび業務内容は、M/Mのとおり。 
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第２章 プロジェクトの概要 
 
２－１ プロジェクトの基本的枠組み 

プロジェクトの基本的枠組みについては、NCD対策にかかる現状と課題を踏まえて、スリラ

ンカ側関係者との協議のうえ、以下のとおり合意した。なお、事前評価調査終了後からM/M締

結までの間にも、引き続き日本およびスリランカ側の関係者と協議を行った結果、最終的な合意

内容は、事前評価調査終了時にM/Mで合意した内容から若干の変更がなされている。 
 

２－１－１ プロジェクト名称 
プロジェクト名称は、以下のとおりとする。 

＜英文＞「Project on Health Promotion and Preventive Care Measures of Chronic NCDs」 
＜和文＞「スリランカ国健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト」 
 
なお、要請時のプロジェクト名称は、以下のとおり。 

＜英文＞「Community-based Project on Health Promotion and Preventive Care Measures to Reduce 
Early Death from Lifestyle Related Diseases」 

＜和文＞「スリランカ国コミュニティ健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト」 
 

死亡率の減少は将来的に結果として期待されるとしても、プロジェクトの直接の目標とは

ならないため、死亡率減少を案件名称から削除したほか、「Life-style Related Diseases」という

用語のかわりに国家政策案で用いている「Chronic NCD」という用語を用いる（英文）、

Community-based Projectという名称が、案件内容と合致しないため、英文・和文ともに「コミ

ュニティ」は削除するように変更した。 
 

２－１－２ 対象地域・受益者 
（１）対象地域 

１）西部州 
首都コロンボ（保健省）およびガンパハ県ラガマ地区（調査対象者3,000人） 

２）北西部州 
クルネーガラ県（選択されたMOH管轄地域１～２箇所） 

３）北中央州 
ポロンナルワ県（選択されたMOH管轄地域１～２箇所） 

 
（２）受益者 

プロジェクト対象地域（クルネーガラ県およびポロンナルワ県）の選定されたMOH管

轄地域の住民（推計約20万人） 
 

２－１－３ 相手国実施機関 
（１）関係省庁 

国家保健省 
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（２）カウンターパート機関 
１）国家保健省計画局 

保健省内関係部局は多岐にわたるため、計画局が本プロジェクトの主要なカウンタ

ーパートであり調整窓口となるが、他の関係部署とも密に連絡・協議する。 
２）北西部州クルネーガラ県および北中央州ポロンナルワ県の州保健局（Provincial 

Department of Health Services：PDHS）および県保健局（Regional Director of Health 
Services：RDHS） 

主なカウンターパートは県保健局となるが、州保健局とも、必要に応じ連絡･協議す

る。 
 

２－１－４ 協力期間 
2008年５月～2013年３月 

 
２－１－５ 協力の枠組み 
（１）協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
＜目標＞ 

生活習慣病、およびその結果としての心血管病対策のための効果的および効率的な

実施戦略が社会医学的根拠をもとに策定される。 
＜指標＞ 
１．プロジェクト対象地域2において、心血管病の発生率が低減される。 
２．コミュニティベースの検診実施・介入・モニタリング・評価および健康増進活動実

施のための機能的な実施体制（各機関および関係者の役割・体制）が決定される。 
（具体的な目標数値については、プロジェクト開始後３ヶ月後までにカウンターパート

機関と協議のうえ、設定する。） 
２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

＜上位目標＞ 
・プロジェクトによって策定された生活習慣病対策のための効果的かつ効率的な実施戦

略を用いて、他の県においても生活習慣病対策が実施される。 
・生活習慣病対策にかかる適正な人的資源の育成･配置および医療施設整備にかかる国

レベルでの方針が決定され、実施が開始される。 
＜指標＞ 
１．生活習慣病対策が始まった地域において、心血管病の発生率が低減される。 
２．生活習慣病対策のための人的資源の育成と配置がなされる。 
３．生活習慣病対策が始まった地域において、生活習慣病患者のリファラルおよびバッ

クリファラルの率が増加する。 
（具体的な目標数値については、プロジェクト開始後３ヶ月後までにカウンターパ

ート機関と協議のうえ、設定する。） 

                                                        
2 プロジェクト対象地域は、ポロンナルワ県およびクルネーガラ県の２県を指す。 
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（２）成果（アウトプット）と活動 

１）成果１ 
ラガマ地区において、生活習慣病の罹患と、介入が必要なリスクファクターに関す

る社会医学的根拠が得られる 
＜指標＞ 

1-1.栄養、運動の生活習慣病に対する効果に関する社会医学的根拠が得られ、JCCに

より承認される。 
1-2.高血圧、糖尿病、高脂血症の要因と介入の効果に関する社会医学的根拠が得ら

れ、JCCにより承認される。 
1-3.リスクファクターの変化と心血管病発生の関係に関する社会医学的根拠が得ら

れ、JCCにより承認される。 
＜活動＞ 

1-1.コミュニティベースのリスクファクター調査3を実施し、年毎のリスクファクタ

ーの状況と変化をはかり、分析を行う。 
1-2.高リスク者に、健康教育や薬による治療によるフォローアップを行う。 
1-3.ラガマ地区の主要医療施設における虚血性心疾患の診断精度向上を図る。 
1-4.ラガマ地区において、脳卒中および虚血性心疾患のレジストリー（登録システ

ム）を整備する。 
1-5.コミュニティベースのリスクファクター調査のデータの集積・分析およびレジ

ストリーの情報の集積・分析のための情報管理システムを構築する。 
1-6.活動1-1～1-5によって明らかにされた社会医学的根拠につき、JCCと協議をし、

承認を得る。 
２）成果２ 

効果的かつ効率的な介入戦略が、社会医学的根拠と対象地域での実践を基に策定･改

訂される。 
＜指標＞ 

2-1.介入がなされない場合に必要とする心血管病の治療費よりも安価な心血管病の

発生を抑えるための介入案が策定される。 
2-2.生活習慣病に対する介入のためのプログラムやツールが策定される。 

＜活動＞ 
2-1.検診実施とフォローアップにかかる費用の分析を行う。 
2-2.費用分析や技術面での評価の結果に基づき、最適な生活習慣病対策の介入戦略

を評価、策定する。 
2-3.介入戦略に基づき、フィールドでの実施の指針となるプログラム・ツール（食

生活改善プログラム、運動推進プログラム、健診・保健指導プログラム等）を

                                                        
3 コミュニティベースのリスクファクター調査：ラガマ地区で無作為に抽出した3,000人を対象に既に生活習慣病とリスクフ

ァクターと想定される生活習慣等に関するベースライン調査が実施されており、これらの対象者に対して健康指導等を行

いながら、継続的に同じ項目についての検査を実施する。年１回検査を行い、各種検査項目の数値の変化を分析し、生活

習慣病に対する介入の効果と心血管病発生への影響を計ることを目指す。 
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策定する。 
３）成果３ 

プロジェクト対象地域において、パイロット活動の実践を通じて、効果的かつ効率

的な生活習慣病対策の実施のための機能的な体制が構築される。 
＜指標＞ 

3-1.プロジェクト活動から明らかになった生活習慣病抑制に資する生活習慣を実践

する人の割合が増加する。 
3-2.プロジェクト対象地域において、生活習慣病による患者の、検診場所から医療

施設へのリファラル、および、バックリファラルの率が増加する。 
（具体的な目標数値については、プロジェクト開始後６ヶ月後までにカウンターパート

機関と協議のうえ、設定する。） 
＜活動＞ 

3-1.県レベルにおける生活習慣病対策にかかる活動計画を見直し、関係者の役割分

担と活動実施の体制を決定する。 
3-2.コミュニティベースの生活習慣病の検診実施の体制を整備する。  
3-3.プロジェクト対象地域内の医療施設のレベルごとに提供すべき保健医療サービ

スの内容を整理し、リファラル・バックリファラル・システムを整備する。 
3-4.検診の実施手順・方法やリファラルシステムについて、保健局の医師や他の医

療従事者にトレーニングを行う。 
3-5.リスクファクターと心血管病のモニタリングのための情報管理システムを整備

する。 
3-6.生活習慣病にかかる検診を実施する。 
3-7.検診の結果、高リスク者に対するフォローアップ（病院へのリファー、健康教

育等）を行う。 
3-8.学校・職場などの場（セッティング）における健康増進活動（健康教育および

啓発活動）の実施計画を策定する。 
3-9.健康増進活動実施者（医療関係者および各セッティングの代表）に、効果的な

健康増進活動実施の方法についてのトレーニングを行う。 
3-10.コミュニティの参加によるそれぞれの場における健康増進活動を実施する。 

４）成果４ 
全国レベルでの生活習慣病対策の実施に必要な枠組みが示される。 

＜指標＞ 
4-1.生活習慣病対策に関係する各ステークホールダー（保健省、州・県・郡保健局、

医師、公衆衛生看護師、公衆衛生検査員、公衆衛生助産師等）の役割が明確に

示される。 
4-2.生活習慣病対策の全国展開にかかる費用の概要が算定される。 
4-3.今後取り組むべきアクションプランの優先度が明確に示される。 

＜活動＞ 
4-1.プロジェクトの実績・成果をレビューする。 
4-2.生活習慣病対策にかかる他機関による様々なアプローチや活動を整理・分析す
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る。 
4-3.生活習慣病対策の全国展開にかかる財政面、人的資源面から必要なリソースの

算定を行う。 
4-4.フォローアップや、リファラル・バックリファラル・システム構築に必要な人

材育成のための教育スキームを提案する。 
4-5.生活習慣病対策の全国展開にむけた施設・設備の適正な規模や配置にかかる計

画を策定する。 
 

（３）投入 
１）日本側 

・専門家６分野（総括、生活習慣病対策、臨床疫学、健康増進、医療情報システムマネ

ージメント、コスト分析） 
・検診実施 
・供与機材（診断機材、コンピューター、健康教育機材、車両、その他） 
・研修・ワークショップ〔コミュニティベース調査実施手法研修、健康増進活動、実施

方法研修、健康増進に関する意識啓発ワークショップ、本邦研修（健康増進活動の

取り組み視察）等〕 
２）スリランカ側 

・カウンターパート人員の配置（中央保健省レベル、州および県保健局） 
・プロジェクト活動に必要な日本人専門家執務室の提供 
・光熱費など、執務室経費の負担 
・車両など供与機材にかかる関税負担 

 
（４）外部条件 

１）前提条件 
１．プロジェクト対象地域の住民が、本件プロジェクトの実施に反対しない。 

２）成果達成のための外部条件 
１．フィールドレベルの医療人材の新しい役割が受け入れられる。 
２．治療薬が継続的に提供される。 

３）プロジェクト目標達成のための外部条件 
１．労働組合や医療従事者の学会などの機関が、本件プロジェクトによって策定された

生活習慣病対策のための戦略を承認する。 
４）上位目標達成のための外部条件 

１．プロジェクトの成果を他の地域に展開するための財政的支援がある。 
 
２－２ 事前評価結果 

プロジェクト・サイクル・マネージメント（Project Cycle Management：PCM）手法に基づき、

以下の５項目の観点から評価が行われ、事業実施の適切性が確認された。 
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（１）妥当性 
本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

・我が国の対スリランカ国別援助計画およびJICA国別事業実施計画の中で、保健医療分野

への支援は、重点分野「貧困対策」に関する重点課題として位置づけられており、特に、

感染症からNCDへの疾病構造の変化への対応は重要課題となっている。 
・スリランカにおいて、人口の高齢化、経済成長に伴う生活習慣の変化などにより、1980年

代からNCDによる死亡が感染症による死亡を上回るという疾病構造の変化が起こってい

る。特に、心血管病による死因が、過去30年近く１位を占めてきている事実が明らかに

されている。こうしたNCDへの対策が急務の課題であるスリランカにおいて、本プロジ

ェクト実施により具体的な対策を示すことは、今後のNCD対策の推進につながり、人々

の健康を守るうえで大きく貢献することが期待できる。 
・WHOは、2008年１月に、初の包括的な生活習慣病対策の戦略“Prevention and Control of 

Non-communicable diseases: Implementation of the Global Strategy”4を発表し、ミレニアム開

発目標（Millennium Development Goal：MDGs）に関連した感染症・母子保健分野に比べ

取り組みが遅れていた当該分野での対応強化を打ち出した。スリランカ政府も、2007年

12月には生活習慣病対策のための国家政策のドラフトを策定しており、本プロジェクト

の実施は非常に時宜を得たものといえる。 
・本プロジェクトの対象地域は、過去２件の開発調査、特に保健医療システム管理強化計画

調査の生活習慣病対策にかかるパイロット活動の対象となっていた地域であることから、

関係者の関心やモチベーションが既に高く、また、生活習慣病対策の組織作りなどに関

してある程度準備ができている状態から開始することができる。 
 

（２）有効性 
本プロジェクトは以下の理由から有効性が高いと予測できる。 

・社会医学的根拠をもとにした効果的な介入戦略の策定と、その戦略を実際の現場の保健医

療サービス提供システムの中で効果的に実践するためのパイロット的な取り組みを通し

て、今後必要となるリソースや制度の想定を含めた効果・効率的かつ包括的な生活習慣

病対策実施のための戦略を示すことが可能となると想定される。 
・ラガマ地区においては、ラガマヘルススタディーにおいて、コミュニティベースのリスク

ファクター調査が既に一度実施されており、円滑に調査を実施するための実施方法・手

順・体制等が明らかになっている。そのため、プロジェクト実施期間内に、ラガマ地区

での活動から社会医学的根拠が得られ、それをもとにした有効な戦略策定を行うことが

可能であると想定できる。 
 
（３）効率性 

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込める。 
・プロジェクト対象地域でコミュニティベースのリスクファクター調査を実施する際に、ラ

ガマ地区での実施手順や手法を活用するとともに、ラガマ地区での実際の調査やフォロ

                                                        
4 http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_9-en.pdf 
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ーアップ活動の実施現場において、活動に携わっている人材を講師として、他の県の人

材のトレーニングを行うことで、トレーニング費用の低減、トレーニングの質の確保が

可能となる。 
 

（４）インパクト 
本プロジェクトは、以下の理由からインパクトが高いと予測される。 

・生活習慣病対策において、この国では未だ有効な戦略が策定されておらず、ただ闇雲な健

康教育の実施が各地で行われつつあるような状況であるため、このプロジェクトから示

される生活習慣病対策への有効かつ効率性の高い戦略は、今後のこの国の生活習慣病対

策実施に多大なインパクトを与えることが期待できる。 
・本プロジェクトを通じて策定される戦略および様々な生活習慣病対策実施上の教訓や人材

育成にかかる提言などは、国家政策の具体化に必要とされるアクションプランの策定の

中で、その具体案として取り込まれることにより、今後、国レベルの生活習慣病対策の

取り組みの一貫として、他の地域にも展開され、また国レベルの制度改革・制定への動

きを推進するものと予測される。 
 

（５）自立発展性 
本プロジェクトの自立発展性は、以下の理由で高いと予測される。 

・政策・制度面 
国家政策のドラフト策定グループは関係者間で何度も協議を重ね、現在ほぼ最終版が策

定されている。今後、国家政策策定に続き、その実現に向けたアクションプラン策定も

行われていく予定であり、スリランカ政府として生活習慣病対策の継続的な実施のため

の政策・制度面でのコミットメントがある。 
・組織・財政面 

国家政策案の中で、国内の様々なプロジェクト実施や資金の統合を目指して「生活習慣

病対策国家諮問委員会」の設立が計画されている。現在まだ発足していないが、本プロ

ジェクトで形成するJCCのメンバーが、同委員会の中核となりえることが想定される。 
また、生活習慣病対策は、保健セクターの重点課題として位置づけられていることから、

保健省の予算に加えて、他ドナーの資金援助も当該分野に重点的に割り当てられており、

今後も必要な予算措置がとられていく可能性は高いと予測できる。 
・技術面 

本プロジェクトでは、プロジェクトの終了後の生活習慣病対策の全国拡大を見据えて、

詳細なコスト分析、人的資源に関する分析を行い、戦略の汎用性と実施可能性を確保し

ていることから、終了後も国家レベルのアクションプランに反映され、発展的に展開し

ていくものと予測される。 
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２－３ プロジェクトの実施体制 

以下の実施体制図のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－４ プロジェクト実施上の留意点 

（１）プロジェクト目標で掲げる「実施戦略」の内容と策定方法 
本プロジェクトのプロジェクト目標は、「生活習慣病、およびその結果としての心血管病

対策のための効果的および効率的な実施戦略が社会医学的根拠をもとに策定される」となっ

ている。この「実施戦略」は、スリランカが今後、国家レベルで本格的に生活習慣病対策に

取り組んでいくための指針となる実現可能性の高い戦略を意味する。 
本プロジェクトの目標は、この戦略をプロジェクトの専門家が策定するのではなく、ス

リランカ側カウンターパートと共同でプロジェクトの活動を実施していくことを通じて、カ

ウンターパートが、プロジェクトの実践の経験から、望ましい戦略を特定し、スリランカ側
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関係者の合意を得て戦略策定を行えるようになることである。そのため、戦略策定の過程に

おいても、十分にスリランカ側のオーナーシップを確保しながら本協力を実施していくよう

留意することが必要である。 
 
（２）国レベルの取り組みへの展開 

本プロジェクトの上位目標は、「プロジェクトによって策定された生活習慣病対策のため

の効果的かつ効率的な実施戦略を用いて、他の県においても生活習慣病対策が実施される」

および「生活習慣病対策にかかる適正な人的資源の育成･配置および医療施設整備にかかる

国レベルでの方針が決定され、実施が開始される」であり、本プロジェクトの成果として策

定される実施戦略をもとに、プロジェクト終了後に、スリランカ政府が国レベルでの取り組

みを進めていくことが期待されている。そのため、本プロジェクトで策定する介入戦略、各

種ツールやプログラム、実施体制や人材育成案については、常にスリランカ保健省および関

係機関と共同で検討を進め、県保健局だけではなくスリランカ保健省のオーナーシップを十

分に確保し、プロジェクト終了後にスリランカ側が独自に国レベルでの生活習慣病対策を推

進していくことができるよう支援する。また、必要な保健システムの改革等に関し、労働組

合や医師会などの関係者からも十分に理解と合意を得られるよう、広く情報を共有し、保健

省を中心として必要な調整を行うなどの対応を取りながら業務を実施することが必要である。 
 
（３）プロジェクト対象地域内の対象エリアの選定 

プロジェクト対象県内において、プロジェクト活動の開始後に、検診を実施する対象地

域を選定する必要があるが、選定にあたっては、県保健局、県内の各MOH管轄地域関係者、

地域の医療施設関係者と十分に協議したうえで、生活習慣病がより重要な健康問題である地

域であること、人口密度が疎らでない地域であることといった点に留意して決定する。 
 
（４）  「ラガマヘルススタディー」との連携 

「ラガマヘルススタディー」は、西部州ガンパハ県ラガマ地区における生活習慣病およ

び心血管病のリスクファクター解明のためのコーホート研究で、我が国の国立国際医療セン

ター研究所が2006年から2007年にかけてケラニア大学医学部と協力して実施している。ラガ

マ地区に居住する約7.5万人の住民から、無作為に抽出した3,000人（年齢は35～64歳）を対

象にして、生活習慣病とリスクファクターと想定される生活習慣等に関するベースライン調

査が実施されている。また、コロンボ北教育病院と協力して、高リスク者を対象にしたフォ

ローアップクリニックをケラニア大学で週１回実施し、無償で医師による診察と健康教育や

薬（コロンボ北病院から提供）による治療を行っている。 
本プロジェクトにおいては、このラガマ地区におけるベースラインの調査の結果、調査

実施方法・手順、フォローアップ介入実施方法等を活用して、ベースラインからの経年変化

を測るためのリスクファクター動向調査を実施する。本調査実施にあたっては、ケラニア大

学医学部に業務を再委託することを検討し、プロジェクトの専門家は、主に、進捗および内

容の監理、必要な技術指導、および調査結果の分析等を行うこととする。 
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（５）政策的なイシューへの対応 
スリランカで実施された２つの開発調査「保健医療制度改善計画調査」および「保健医

療システム管理強化計画調査」において、保健医療分野における政策的なイシューを取り扱

う場合には、政治的な駆け引きに使われないよう細心の注意を払う必要があることが教訓と

して示されている。そのため本プロジェクトにおいては、政策的な判断を要するような事項

については、保健省を通じて、労働組合や医師会なども含めた関係するステークホールダー

に対して広く情報を共有しながら合意形成を行っていくよう留意するとともに、技術面での

公正な判断を行う場として「TWG」を設置する。 
 

（６）中央と地方の関係強化 
本プロジェクトは、具体的な活動は対象となる２県で主に実施されるが、その成果が国

レベルでの取り組みとして展開されていくためには、中央政府の保健省との密な連絡・調整

と、保健省側の本プロジェクトに対するオーナーシップの確保が非常に重要である。 
1987年に行われた地方分権以降、徐々に保健医療分野においても、中央と地方の役割の

明確化がなされてきているが、同時に、次第に中央と地方とのかかわりが薄れ、関係が円滑

でない状況も発生しているなか、本プロジェクトでは、中央と地方が十分に連携してその成

果を共有できるよう、十分留意する必要がある。なお、本プロジェクトでは、中央保健省と

地方（対象州・県保健局）の行政官を含めたTWGといった協調のメカニズムを形成するこ

とで、関係強化のための場を提供することを想定している。 
また、中央保健省内においても、部署間の情報共有や協力体制が不十分であり、調整に

多大な労力がかかることもあるため、本プロジェクトでは、JCCやTWGにおいて広く関係者

をメンバーとして、情報共有・協議の場を設けることとする。 
 
（７）他ドナーとの協調とプロジェクト成果の周知 

2002年から実施されている一連の機構による保健医療分野の支援においては、常に、WB、

WHOなど関係機関が並行して支援を行ってきている。特に、生活習慣病対策は、近年、他

ドナーも保健セクターの重要課題と認識し、支援を行ってきている。このため、スリランカ

の生活習慣病対策の展開、また、それを可能にするための保健医療システム自体の改革につ

いても、関係機関と十分に方向性についての合意を取りつつ進めていくことが重要である。

特に、本プロジェクトの成果の拡大・展開と持続性の強化のためにも、積極的に関係機関と

連携をはかっていくことが重要である。 
また、WHO事務所および地域事務所に対して、本プロジェクトの成果を十分に周知し、

本プロジェクトの成果がスリランカ国内だけではなく国際的にも認知されるように働きかけ

を行っていく。 
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第３章 実施協議結果 
 

３－１ 実施協議の経緯および結果 

事前評価調査の終了後、これまでの調査結果をもとに、引き続き日本側、スリランカ側関係

者間で協議を行い、その結果をもとに、R/D案について、日本側でドラフトを作成した。その内

容について再度スリランカ側と協議を行い、最終版を確定させた。 
R/Dは、2008年２月27日付で、保健省次官、財務省対外援助局日本担当課長、JICAスリランカ

事務所長の間で、署名・交換された。 
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 20 年 2 月 28 日 

担当部・課：スリランカ事務所 

１．案件名 

スリランカ国健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、スリランカ国における最優先課題である心血管病克服を目指

し、そのリスクファクターとなる生活習慣病対策を効果的かつ効率的に進めていくた

めの戦略作りを目標としている。本プロジェクトは、ラガマ地区における「社会医学

的根拠の構築」のコンポーネント、および、ポロンナルワ県とクルネーガラ県内の対

象地域における「実施体制の構築」という 2 つのコンポーネントから成っている。ラ

ガマ地区においては、国立国際医療センター研究所とケラニア大学が共同で「ラガマ

ヘルススタディー」(*1)を実施しており、本プロジェクトでは、そこから得られる成

果の一部を活用する。具体的アウトプットとしては、①生活習慣病の罹患状況と心血

管病の発生状況、介入（健康増進に向けた働きかけ）が必要なリスクファクター（危

険因子）に関する社会医学的根拠を得る。②得られた社会医学的根拠と対象地域での

実践を基に、効果的かつ効率的な介入戦略を策定･改訂する。③プロジェクト対象地

域において、効果的かつ効率的な介入戦略を実践し、生活習慣病対策実施にあたって

機能する体制を構築する。以上の結果を踏まえ、④生活習慣病対策をスリランカ政府

が全国規模で展開していくために必要な方策を示すこと、である。 

 本プロジェクト実施にあたっては、臨床疫学の知見を有する専門家が主にラガマ地

区での活動の監理と成果分析を支援し、健康増進活動、コスト分析、医療情報システ

ム等の専門家が戦略策定、実施体制構築支援を行うことを想定している。 

   

   *1 ラガマヘルススタディー：西部州ガンパハ県ラガマ地区における生活習慣病および心血管病のリ

スクファクター解明のためのコーホート研究。コミュニティの 3000 人を対象としたベースライ

ン調査は、ケラニア大学医学部が国立国際医療センター研究所の協力を得て実施済み。 

 

（２） 協力期間 

2008 年 5 月～2013 年 3 月（5 年間） 

 

（３） 協力総額（日本側） 

3.8 億円 

 

（４） 協力相手先機関 

保健省、北中央州保健局、ポロンナルワ県保健局、北西部州保健局、クルネーガラ県

保健局 

１．事業事前評価表 
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（５） 国内協力機関 

国立国際医療センター 

 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

北中央州ポロンナルワ県および北西部州クルネーガラ県の対象地域に居住する住

民（約 20 万人）  

西部州ガンパハ県ラガマ地区（3,000 人） 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

スリランカ国においては、人口の高齢化、経済成長に伴う生活習慣の変化などによ

り、1980 年代から非感染症による死亡が、感染症による死亡を上回る疾病構造の変

化が起こっている。特に、心血管病が、過去 30 年近く死因の第 1 位を占めてきてい

る事実が明らかになっている。非感染症、特に、心血管病は、40～60 代の働き盛り

の年代が好発年齢となっており、一家の家計の担い手が突然の死を遂げたり、身体が

不自由になったりするケースも少なくなく、特に貧困層においては、深刻な問題とな

っている。また、非感染症の治療は長期に渡ることによりコストがかさむことから、

このまま何も有効な対策が実行されていかなければ、全国で無償の医療サービス提供

を行っているスリランカの保健医療財政の大きな負担になっていくことは明らかで

ある。 

JICA は、開発調査「保健医療制度改善計画調査」(2003-2004 年)において策定した

マスタープランの中で疾病構造の転換を指摘し、非感染症対策を今後の重要な課題と

して位置付けた。その後、本開発調査の成果は、スリランカの国家開発計画「国家保

健セクターマスタープラン（Health Master Plan）（2007-2016）」として正式に承認

されている。JICA は引き続き、開発調査「保健医療システム管理強化計画調査」

(2005-2007 年)を実施し、重点分野の一つとして非感染症対策を対象とし、パイロッ

ト活動を実施した。その中で、実際に現場での健康増進活動を実施すると共に、日本

における生活習慣病対策である「健康日本 21」や地方自治体レベルでの取り組みを

紹介すること等により、特に生活習慣病の予防の重要性について、関係者の意識を高

めることに成功した。 

しかし、非感染症対策の重要性は認識されたものの、まだ慢性非感染症にかかる国

家政策の案が公表されたばかりであり、国家レベルで具体的な有効な対策は示されて

いないのが現状である。特に、母子保健および感染症への対策を中心に作られた既存

の保健システムの中で、非感染症対策を担うべき人材の育成・配置もなされていない。

また、感染症と異なり、罹患率等の実態も明らかになっていない状況にある。今後、

国全体での非感染症対策を進めていくにあたっては、まず非感染症の実態を把握する

とともに、実際に既存の保健システムの中で非感染症対策をパイロット的に実施しな

がら、有効な戦略およびその実施のための機能的な実施体制を示していくことが必要

とされている。 
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（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

スリランカ国においては、JICA の支援により「国家保健セクターマスタープラン

（Health Master Plan）（2007-2016）」を策定し、その中で非感染症対策を重要な課

題と位置づけている。そして、2005-2007 年の更なる JICA 支援による開発調査の中

での生活習慣病対策に関する調査およびパイロット活動の経験、及び、WHO や世界銀

行といった援助機関の支援を受け、2007 年 12 月に’The National Policy for 

Prevention and Control of Chronic Non-Communicable Diseases; 2008-2015’(案)

を策定した。また、同時に、’National Health Promotion Policy’(案)も策定して

おり、生活習慣病対策における枠組み作りに既に着手している。 

しかし、保健省は、世界銀行からの約 60 億円のグラントで 2004 年から 5 年間の予

定で始めた Sri Lanka Health Sector Development Program(SLHSDP)を通じて、非感

染症対策分野において国レベルに約 4 億円、地方レベルにも相当額の資金を拠出する

ことで生活習慣病対策の推進を図ろうとしているが、いまだ有効な戦略策定がなされ

ておらず、アクションプランも策定されていない。特に、生活習慣病の罹患率やスリ

ランカ特有の原因等が十分に把握されていないことが、有効な戦略策定がなされ得な

い理由となっている。また、非感染症対策を担当すべき人材の配置等の実施体制が整

えられていないことも課題である。そのため、社会医学的根拠と地域での実践をもと

に戦略策定とその実施体制の構築支援を行う本プロジェクトは、国家政策の実施を推

進していく観点からも、実施が強く望まれている。 

 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける

位置付け） 

我が国の対スリランカ国別援助計画および JICA スリランカ国別事業実施計画にお

いて、「貧困対策」は援助重点分野の 1 つとして位置づけられており、その中で「保

健医療」は重点開発課題の一つとなっている。JICA の「保健医療プログラム」にお

いては、疾病構造転換への対応と保健医療財源の適切な活用による効率的かつ持続可

能な保健医療制度の構築、保健医療サービスの地域間格差の是正を基本方針としてい

る。非感染症の対策強化への協力は、疾病構造転換への対応とともに、効果･効率性

の高い対応策を示すことにより、保健医療財政への負担の軽減へも貢献することにな

る。 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

[目標] 

生活習慣病、およびその結果としての心血管病対策のための効果的および効率的な実

施戦略が社会医学的根拠をもとに策定される。 

 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
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[指標] 

1. プロジェクト対象地域(*2)において、心血管病の発生率が低減される。 

2. コミュニティベースの検診実施・介入・モニタリング・評価および健康増進活動

実施のための機能的な実施体制（各機関および関係者の役割・体制）が決定され

る。 

（具体的な目標数値については、プロジェクト開始後 3 ヶ月後までにカウンターパー

ト機関と協議の上、設定する。） 

*2 プロジェクト対象地域は、ポロンナルワ県およびクルネーガラ県の 2 県を指す。 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

[上位目標] 

 プロジェクトによって策定された生活習慣病対策のための効果的かつ効率的な実施

戦略を用いて、他の県においても生活習慣病対策が実施される。 

 生活習慣病対策にかかる適正な人的資源の育成･配置および医療施設整備にかかる

国レベルでの方針が決定され、実施が開始される。 

 

[指標] 

1. 生活習慣病対策が始まった地域において、心血管病の発生率が低減される。 

2. 生活習慣病対策のための人的資源の育成と配置がなされる。 

3. 生活習慣病対策が始まった地域において、生活習慣病患者のリファラルおよびバ

ックリファラルの率が増加する。 

   （具体的な目標数値については、プロジェクト開始後 3 ヶ月後までにカウンターパー

ト機関と協議の上、設定する。） 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

[成果 1] 

ラガマ地区において、生活習慣病の罹患と、介入が必要なリスクファクターに関する

社会医学的根拠が得られる。 

 

[指標] 

1-1. 栄養、運動の生活習慣病に対する効果に関する社会医学的根拠が得られ、JCC

（合同調整委員会）(*3)により承認される。 

1-2. 高血圧、糖尿病、高脂血症の要因と介入の効果に関する社会医学的根拠が得ら

れ、JCC により承認される。 

1-3. リスクファクターの変化と心血管病発生の関係に関する社会医学的根拠が得

られ、JCC により承認される。 

*3 JCC：保健省次官を議長として、保健省内各部局長、対象州や県保健局および学会等の関係者

から構成される本プロジェクトに関する最高意思決定機関。 
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[活動] 

1-1. コミュニティベースのリスクファクター調査(*4)を実施し、年毎のリスクファ

クターの状況と変化をはかり、分析を行う。 

1-2. 高リスク者に、健康教育や薬による治療によるフォローアップを行う。 

1-3. ラガマ地区の主要医療施設における虚血性心疾患の診断精度向上を図る。 

1-4. ラガマ地区において、脳卒中および虚血性心疾患のレジストリー（登録システ

ム）を整備する。 

1-5. コミュニティベースのリスクファクター調査のデータの集積・分析およびレジ

ストリーの情報の集積・分析のための情報管理システムを構築する。 

1-6. 活動 1-1～1-5 によって明らかにされた社会医学的根拠につき、JCC と協議を

し、承認を得る。 

 

*4 コミュニティベースのリスクファクター調査：ラガマ地区で無作為に抽出した 3000 人を対象

にすでに生活習慣病とリスクファクターと想定される生活習慣等に関するベースライン調査が

実施されており、これらの対象者に対して健康指導等を行いながら、継続的に同じ項目につい

ての検査を実施する。年 1 回検査を行い、各種検査項目の数値の変化を分析し、生活習慣病に

対する介入の効果と心血管病発生への影響を計ることを目指す。 

 

[成果 2] 

効果的かつ効率的な介入戦略が、社会医学的根拠と対象地域での実践を基に策定･改

訂される。 

 

[指標] 

2-1.介入がなされない場合に必要とする心血管病の治療費よりも安価な心血管病の

発生を抑えるための介入案が策定される。 

2-2.生活習慣病に対する介入のためのプログラムやツールが策定される。 

 

[活動] 

2-1.検診実施とフォローアップにかかる費用の分析を行う。 

2-2.費用分析や技術面での評価の結果に基づき、最適な生活習慣病対策の介入戦略を

評価、策定する。 

2-3.介入戦略に基づき、フィールドでの実施の指針となるプログラム・ツール（食生

活改善プログラム、運動推進プログラム、健診・保健指導プログラム等）を策定

する。 

 

 [成果 3] 

プロジェクト対象地域において、パイロット活動の実践を通じて、効果的かつ効率的

な生活習慣病対策の実施のための機能的な体制が構築される。 
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[指標] 

3.1 プロジェクト活動から明らかになった生活習慣病抑制に資する生活習慣を実践

する人の割合が増加する。 

3.2 プロジェクト対象地域において、生活習慣病による患者の、検診場所から医療

施設へのリファラル、及び、バックリファラルの率が増加する。 

（具体的な目標数値については、プロジェクト開始後 6 ヶ月後までにカウンターパー

ト機関と協議の上、設定する。） 

 

[活動] 

3-1.県レベルにおける生活習慣病対策にかかる活動計画を見直し、関係者の役割分担

と活動実施の体制を決定する。 

3-2.コミュニティベースの生活習慣病の検診実施の体制を整備する。  

3-3.プロジェクト対象地域内の医療施設のレベルごとに提供すべき保健医療サービ

スの内容を整理し、リファラル・バックリファラル・システムを整備する。 

3-4.検診の実施手順・方法やリファラルシステムについて、保健局の医師や他の医療

従事者にトレーニングを行う。 

3-5.リスクファクターと心血管病のモニタリングのための情報管理システムを整備

する。 

3-6.生活習慣病にかかる検診を実施する。 

3-7.検診の結果、高リスク者に対するフォローアップ(病院へのリファー、健康教育

等)を行う。 

3-8. 学校・職場などの場（セッティング）における健康増進活動（健康教育および

啓発活動）の実施計画を策定する。 

3-9.健康増進活動実施者(医療関係者および各セッティングの代表)に、効果的な健康

増進活動実施の方法についてのトレーニングを行う。 

3-10．コミュニティの参加によるそれぞれの場における健康増進活動を実施する。 

 

[成果 4 ]  

全国レベルでの生活習慣病対策の実施に必要な枠組みが示される。 

 

[指標] 

4-1.生活習慣病対策に関係する各ステークホールダー(保健省、州・県・郡保健局、

医師、看護師、公衆衛生検査員、助産師等)の役割が明確に示される。 

4-2.生活習慣病対策の全国展開にかかる費用の概要が算定される。 

4-3.今後取り組むべきアクションプランの優先度が明確に示される。 

 

[活動] 

4-1.プロジェクトの実績・成果をレビューする。 

4-2.生活習慣病対策にかかる他機関による様々なアプローチや活動を整理・分析す
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る。 

4-3.生活習慣病対策の全国展開にかかる財政面、人的資源面から必要なリソースの算

定を行う。 

4-4.フォローアップや、リファラル・バックリファラル・システム構築に必要な人材

育成のための教育スキームを提案する。 

4-5.生活習慣病対策の全国展開にむけた施設・設備の適正な規模や配置にかかる計画

を策定する。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 約 3.8 億円） 

 専門家 6 分野（総括、生活習慣病対策、臨床疫学、健康増進、医療情報システムマ

ネージメント、コスト分析） 

 検診実施 

 供与機材（診断機材、コンピューター、健康教育機材、車両、その他） 

 研修・ワークショップ（コミュニティベース調査実施手法研修、健康増進活動実施

方法研修、健康増進に関する意識啓発ワークショップ、本邦研修（健康増進活動の

取り組み視察）等） 

 

② スリランカ国側 

 カウンターパート人員の配置（中央保健省レベル、州及び県保健局） 

 プロジェクト活動に必要な日本人専門家執務室の提供 

 光熱費など、執務室経費の負担 

 車両など供与機材にかかる関税負担 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

[前提条件] 

1. プロジェクト対象地域の住民が、本件プロジェクトの実施に反対しない。 

 

[成果達成のための外部条件] 

1. フィールドレベルの医療人材の新しい役割が受け入れられる。 

2. 治療薬が継続的に提供される。 

 

[プロジェクト目標達成のための外部条件] 

1. 労働組合や医療従事者の学会などの機関が、本件プロジェクトによって策定され

た生活習慣病対策のための戦略を承認する。 

 

[上位目標達成のための外部条件] 

1. プロジェクトの成果を他の地域に展開するための財政的支援がある。 
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５．評価 5 項目による評価結果 

（１） 妥当性 

本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

 我が国の対スリランカ国別援助計画および JICA 国別事業実施計画の中で、保健医療

分野への支援は、重点分野「貧困対策」に関する重点課題として位置づけられてお

り、特に、感染症から非感染症への疾病構造の変化への対応は重要課題となってい

る。 

 スリランカにおいて、人口の高齢化、経済成長に伴う生活習慣の変化などにより、

1980 年代から非感染症による死亡が感染症による死亡を上回るという疾病構造の変

化が起こっている。特に、心血管病による死因が、過去 30 年近く 1 位を占めてきて

いる事実が明らかにされている。こうした非感染症への対策が急務の課題であるス

リランカにおいて、本プロジェクト実施により具体的な対策を示すことは、今後の

非感染症対策の推進につながり、人々の健康を守る上で大きく貢献することが期待

できる。 

 WHO は、2008 年 1 月に、初の包括的な生活習慣病対策の戦略‘Prevention and Control 

of Non‐communicable diseases: Implementation of the Global Strategy’(*5)

を発表し、MDGs に関連した感染症・母子保健分野に比べ取り組みが遅れていた当該

分野での対応強化を打ち出した。スリランカ政府も、2007 年 12 月には生活習慣病

対策のための国家政策のドラフトを策定しており、本プロジェクトの実施は非常に

時宜を得たものと言える。 

*5 http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB122/B122_9-en.pdf 

 本プロジェクトの対象地域は、過去 2 件の開発調査、特に保健医療システム管理強

化計画調査の生活習慣病対策にかかるパイロット活動の対象となっていた地域であ

ることから、関係者の関心やモティベーションが既に高く、また、生活習慣病対策

の組織作りなどに関してある程度準備ができている状態から開始することができ

る。 

 

（２） 有効性 

本プロジェクトは以下の理由から有効性が高いと予測できる。 

 社会医学的根拠を基にした効果的な介入戦略の策定と、その戦略を実際の現場の保

健医療サービス提供システムの中で効果的に実践するためのパイロット的な取り組

みを通して、今後必要となるリソースや制度の想定を含めた効果・効率的かつ包括

的な生活習慣病対策実施のための戦略を示すことが可能となると想定される。 

 ラガマ地区においては、ラガマヘルススタディーにおいて、コミュニティベースの

リスクファクター調査が既に一度実施されており、円滑に調査を実施するための実

施方法・手順・体制等が明らかになっている。そのため、プロジェクト実施期間内

に、ラガマ地区での活動から社会医学的根拠が得られ、それをもとにした有効な戦

略策定を行うことが可能であると想定できる。 
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（３） 効率性 

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込める。 

 プロジェクト対象地域でコミュニティベースのリスクファクター調査を実施する際

に、ラガマ地区での実施手順や手法を活用するとともに、ラガマ地区での実際の調

査やフォローアップ活動の実施現場において、活動に携わっている人材を講師とし

て、他の県の人材のトレーニングを行うことで、トレーニング費用の低減、トレー

ニングの質の確保が可能となる。 

 

（４） インパクト 

本プロジェクトは、以下の理由からインパクトが高いと予測される。 

 生活習慣病対策において、この国では未だ有効な戦略が策定されておらず、ただ闇

雲な健康教育が叫ばれているような状況であるため、このプロジェクトから示され

る生活習慣病対策への有効かつ効率性の高い戦略は、今後のこの国の生活習慣病対

策実施に多大なインパクトを与えることが期待できる。 

 本プロジェクトを通じて策定される戦略および様々な生活習慣病対策実施上の教訓

や人材育成にかかる提言などは、国家政策の具体化に必要とされるアクションプラ

ンの策定の中で、その具体案として取り込まれることにより、今後、国レベルの生

活習慣病対策の取り組みの一貫として、他の地域にも展開され、また国レベルの制

度改革・制定への動きを推進するものと予測される。 

 

（５） 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性は、以下の理由で高いと予測される。 

 政策・制度面 

国家政策のドラフト策定グループは関係者間で何度も協議を重ね、現在ほぼ最終版

が策定されている。今後、国家政策策定に続き、その実現に向けたアクションプラ

ン策定も行われていく予定であり、スリランカ政府として生活習慣病対策の継続的

な実施のための政策・制度面でのコミットメントがある。 

 組織・財政面 

国家政策案の中で、国内の様々なプロジェクト実施や資金の統合を目指して「生活

習慣病対策国家諮問委員会」の設立が計画されている。現在まだ発足していないが、

本プロジェクトで形成する JCC(合同調整委員会)のメンバーが、同委員会の中核と

なりえることが想定される。 

また、生活習慣病対策は、保健セクターの重点課題として位置づけられていること

から、保健省の予算に加えて、他ドナーの資金援助も当該分野に重点的に割り当て

られており、今後も必要な予算措置がとられていく可能性は高いと予測できる。 

 技術面 

本プロジェクトでは、プロジェクトの終了後の生活習慣病対策の全国拡大を見据え

て、詳細なコスト分析、人的資源に関する分析を行い、戦略の汎用性と実施可能性

を確保していることから、終了後も国家レベルのアクションプランに反映され、発
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展的に展開していくものと予測される。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

・地域での健康増進活動は、学校、村、職場などの場ごとにグループを作り活動を実施して

いくが、代表者や対象グループの選定にあたっては、ジェンダーバランスに十分に配慮す

る。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 スリランカで実施された 2 つの開発調査「保健医療制度改善計画調査」および「保健医療

システム管理強化計画調査」において、保健医療分野において政策的なイシューを取り扱

う場合には、政治的な駆け引きに使われないよう細心の注意を払う必要があることが教訓

として示されている。そのため本プロジェクトにおいては、政策的な判断を要するような

事項については、保健省を通じて、労働組合や医師会なども含めた関係するステークホー

ルダーに対して広く情報を共有しながら合意形成を行っていくよう留意するとともに、技

術面での公正な判断を行う場として「テクニカルワーキングループ」を設置する。 

 同じく上記開発調査において、中央保健省と地方保健局間および保健省内の部署間の情報

共有や協力体制が不十分であり、プロジェクトがその調整に多大な労力をさく必要があっ

たことが指摘されている。生活習慣病対策は特に関係者が多岐にわたるため、本プロジェ

クトでは、上述の JCC やテクニカルワーキングループにおいて広く関係者をメンバーとし

て、情報共有・協議の場を設けることとする。 

 

８．今後の評価計画 

 中間評価：プロジェクト開始後 2 年半後 

 終了時評価：プロジェクト終了の半年前 

 事後評価：プロジェクト終了の 3～5 年後 
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